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公布された規則のあらまし

◇保健師助産師看護師法施行細則の一部改正について

１ 規則の改正理由

准看護師免許証の様式の記載事項その他の規定について、所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 准看護師免許証の記載事項に准看護師籍登録年月日及び准看護師籍登録番号を加える。

(２) その他所要の規定の整備を行う。

(３) 施行期日は、平成19年４月１日とする。
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規 則

保健師助産師看護師法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成19年３月16日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第９号

保健師助産師看護師法施行細則の一部を改正する規則

保健師助産師看護師法施行細則（昭和56年鳥取県規則第68号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（准看護師免許証の様式） （准看護師免許証の様式）

第３条 法第12条第５項に規定する准看護師免許証 第３条 法第12条第２項に規定する准看護師免許証

は、様式第２号のとおりとする。 は、様式第２号のとおりとする。

（准看護師籍訂正申請書の様式） （准看護師籍訂正申請書の様式）

第４条 政令第３条第２項の規定による准看護師籍の 第４条 政令第３条第３項に規定する准看護師籍の訂

訂正の申請は、様式第３号による申請書を提出して 正の申請書は、様式第３号によるものとする。

しなければならない。

（准看護師免許証書換え交付申請書の様式） （准看護師免許証書換え交付申請書の様式）

第７条 政令第６条第２項の規定による准看護師免許 第７条 政令第６条第３項に規定する准看護師免許証

証の書換え交付の申請は、様式第６号による申請書 の書換え交付の申請書は、様式第６号によるものと

を提出してしなければならない。 する。

様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係）

准看護師免許証 准看護師免許証

本籍地都道府県名（国籍） 本籍地都道府県名（国籍）

氏名 氏名

年 月 日生 年 月 日生

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号) 保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）

により准看護師の免許を与える により准看護師の免許を与える

よってこの証を交付する よってこの証を交付する



- 4 -

年 月 日 年 月 日

職 氏名 印 職 氏名 印

准看護師籍登録年月日 年 月 日

准看護師籍登録番号 第 号 登録番号 第 号

附 則

この規則は、平成19年４月１日から施行する。
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